
苦情解決の仕組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善状況の報告聴取と事後チェック

・事業者が改善を約束した事項について、対応がなされているかどうか事後チェックをおこなうとともに、その他の苦情

解決の状況についても、必要に応じて確認し、助言等をおこなう。

第三者委員からみた苦情解決の流れ

　「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に
努めなければならない。」（社会福祉法《平成１２年６月法律第１１１号》第８２条）

今般、上記、社会福祉法の制定に基づき、当施設として苦情解決システムを設けサービスの向上を図って参りま
す。

苦情受付担当者からの報告

・苦情受付担当者が受付けた苦情が報告される。

（苦情申出人が第三者委員への報告を拒否したも

のを除く)

・話合いへの助言、立会いの要否について報告さ

れる。

利用者からの直接受付

・対面での受付のほか、電話や手紙、意見箱等が

苦情の窓口となる。

・苦情の申出を確認し、内容、受付日、苦情解決

責任者への報告の要否等を確認する。

苦情の報告を受けた旨の通知

・苦情受付担当者から報告を受けた旨、その内容

と共に苦情申出人に対して通知する。

苦情解決責任者からの報告

・苦情申出人の同意を得たうえで、苦情の内容等

について、苦情解決責任者に報告する。

第三者委員の立会いによる話合い

・苦情申出人または苦情解決責任者より要請された場合に立合う。

・苦情内容を確認する。

・苦情の内容によっては、両者の同意を得たうえで、関係者等から

話を聞くなどにより、苦情内容の詳細の把握を行い、適切な解決方

法を検討する。

・解決案の調整、助言をおこなう。

当事者どうしの話合い

・苦情申出人が第三者委員への報告

を不要とした場合

・苦情申出人。苦情解決責任者双方

が、話合いへの第三者委員の助言・

立会いを不要とした場合


